
様式第３号
事業実施計画書


※　行、ページが不足する場合、各項目内で改行し、行・ページを増やしてください。また、必要に応じ、主な内容を記載し、補足資料を添付してください。
※　表の３（２）、４（８）、５、６（６）の後に区切りを入れています。ページ区切りの入力規則を変更せず使用してください。

	１　応募動機及び法人等の理念等について
　



	２　養育環境に課題を抱え、学校にも家庭にも居場所がない児童やその家庭に対する考え
　



	３　児童育成支援拠点の運営方針等について
（１）養育環境に課題を抱え、学校にも家庭にも居場所がない児童、保護者に対する支援方針
　



	（２）当該事業を通じ、実現を目指すもの
　








	４　児童育成支援拠点における個別支援について

	（１）安心安全な居場所の提供について
・児童が安心して安全に過ごすことができる工夫
・児童の意見を聴き、児童の視点に立ち、児童とともに居場所を作る工夫
・児童の個別性を踏まえた支援について

	　








	（２）食事の提供について（自施設での調理に限らない）
・十分に食事を摂取できていない児童も想定した食事提供支援の方針について
・安心安全な食事提供のため、衛生管理やアレルギー対策、誤嚥等事故防止の工夫について
・食事の様子を通じた家庭環境の把握や、食育の観点に配慮する工夫について

	　







	（３）生活習慣の形成に関する支援について
・生活習慣を形成する機会に乏しい児童も想定し、児童の基本的な生活習慣の形成に向けた支援について、どのような工夫がなされるか。

	　








	（４）学習の支援について
・学校教育の担保までは求められていない中、家庭での学習機会の確保が難しい児童や家庭での学習面のサポートが期待できない児童等への支援と工夫について

	　









	（５）課外活動の提供について
・事業者において具体的に検討されている課外活動の内容や狙いについて
・児童自身が課外活動の企画に関わったり、意思決定する等のプロセスについて

	　









	（６）関係機関との連携について
・学校、医療機関、児童館や子供食堂等既存の居場所、地域団体その他関係機関との連携を、状況に応じた頻度で、円滑に行うことができる体制や仕組みと工夫について

	　









	（７）保護者・家庭への相談支援や情報提供について
・保護者も様々な悩み等を抱えていることを考慮し、保護者・家庭に対するアセスメントや支援、アプローチ、関係構築等を行ううえでの工夫について

	　







	（８）送迎について
・送迎方法、送迎体制、送迎範囲について

	　












	５　契約締結から児童育成支援拠点の運営開始までのスケジュール案について
※自由に罫線を追加、削除、幅を広げたりしてください。この表にページ区切りをしています。
※支援員等の採用、物件の確保、物件の改修や物品購入の時期等
※この様式では「別紙のとおり」と記し、編冊上この次のページに応募者独自の様式で示しても結構です。

	時期
	内容

	







	












	６　児童育成支援拠点の体制等について

	（１）人員配置体制について
・実施内容や運営方法に沿った人員の確保ができるよう工夫について
・年齢や性別に配慮した体制の考慮について
・心理職やソーシャルワーク専門職の配置頻度について
・ボランティア等の社会資源の活用、開拓について

	　








	（２）従業員の質の向上のための取組みについて
・管理者や支援員等に関する研修の頻度や内容、実現性など
（児童育成支援拠点事業、対人援助、衛生管理等について）※個人情報保護、守秘義務は別項目

	　








	（３）子供の意見の尊重について
・アンケート等の実施により、児童育成支援拠点運用の向上に取り組む工夫について

	　








	（４）児童の安全確保、事故、非常災害時の取組及び苦情対応等の体制について
・児童虐待通告を理解し、適切に行うことができるか。
・利用者の安全対策や事故予防、緊急時の適切な対応について
・児童や保護者等からの苦情、トラブル等について適切に対応する体制について
・応募者の実施事業で作成している規程があれば、紹介や（６）の後に重要箇所の抜粋を添付する等してください。

	　







	（５）個人情報保護及び守秘義務について
・個人情報保護、守秘義務の正しい理解と適正な取扱いに関する工夫について
・機器等の使用上のルールが適切に設けられているか
・応募者の実施事業で作成している規程があれば、紹介や（６）の後に重要箇所の抜粋を添付する等してください。

	　







	（６）　（１）～（５）以外での取り組み
・当該事業がより効果的、効率的に運用できる、仕様書等に記載のない事業者の提案があれば記載してください。

	　












	７　法人等における事業等実績について
・他自治体における児童育成支援拠点事業の受託等実施状況
・本市、他自治体での類似事業（児童養護施設、児童会館、留守家庭児童育成室、学習支援教室、第三の居場所、子供食堂）の実績や実施内容。※第３の居場所は日本財団が助成等で関わる「子ども第三の居場所」

	　











	・応募法人等において、市の福祉担当者や、学校のスクールソーシャルワーカー等との連携した実績（事例）について、あれば記載してください。

	　












